
産 業 都 市 委 員 会 

平成２５年９月２０日 

墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例

（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
目次 

 第１章～第３章 〔略〕 

 第４章 大量駐車需要発生施設の自転車駐

車場の付置義務（第１８条―第３

０条） 

 第５章 雑則（第３１条・第３２条） 

付則 

 （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 公共の場所 道路、公園、駅前広場そ

の他の公共の用に供する場所で、自転車

駐車場以外の場所をいう。 

 ⑵ 〔略〕 

 ⑶ 自転車駐車場 一定の区画を限って自

転車を駐車させるための施設をいう。 

 ⑷・⑸ 〔略〕 

 ⑹ 第１種特定自転車駐車場 第１５条第

１項に規定する登録手数料を納付する

方法により利用する特定自転車駐車場

をいう。 

 ⑺ 第２種特定自転車駐車場 第１６条の

３第１項に規定する使用料を納付する

方法により利用する特定自転車駐車場

をいう。 

 ⑻ 放置 自転車の利用者が公共の場所に

置かれた当該自転車から離れていること

によりこれを直ちに移動させることがで

きない状態をいう。 

 （施設の設置者等の責務） 

第６条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自

転車の駐車需要を生じさせる施設を設置

し、又は管理する者は、当該施設の利用者

のために必要な自転車駐車場の設置に努め

るとともに、区の実施する施策に協力しな

ければならない。 

２ 前項の施設を設置し、又は管理する者は、

目次 

 第１章～第３章 〔略〕 

 第４章 大量駐車需要発生施設の自転車駐

車場の付置義務（第１８条―第２

９条） 

 第５章 雑則（第３０条―第３１条） 

付則 

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔同左〕 

 

 

 ⑵ 〔略〕 

 ⑶ 自転車駐車場 一定の区画を限って、

自転車を駐車させるための施設をいう。 

 ⑷・⑸ 〔略〕 

 ⑹ 第１種特定自転車駐車場 第１５条の

規定による登録手数料を納付する方法に

より利用する特定自転車駐車場をいう。 

 

 ⑺ 第２種特定自転車駐車場 第１６条の

３の規定による使用料を納付する方法に

より利用する特定自転車駐車場をいう。 

 

 ⑻ 放置 自転車の利用者が当該自転車か

ら離れていることにより本人がこれを移

動させることができない状態をいう。 

 

 〔同左〕 

第６条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自

転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を

設置し、又は管理する者は、当該施設の利

用者のために必要な自転車駐車場の設置に

努めるとともに、区の実施する施策に協力

しなければならない。 

  〔新設〕 



自転車の整理員を配置し、施設利用者に対

し自転車の適正な駐車を呼び掛けるととも

に、施設周辺に放置された自転車が一般の

通行に支障を来すおそれがある場合には、

適切な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

 （自転車小売業者の責務） 

第７条 自転車の小売を業とする者は、その

販売に当たっては、自転車が安全で適正に

利用されるよう必要な措置を講ずるととも

に、区の実施する施策に協力しなければな

らない。 

 （自転車利用者等の責務） 

第８条 自転車の利用者は、自転車を放置し

ないように努めなければならない。 

 

２ 自転車の利用者又は所有者（以下「利用

者等」という。）は、防犯登録をしなけれ

ばならない。 

 

 

 （放置禁止区域の指定） 

第１０条 〔略〕 

２ 自転車の利用者は、放置禁止区域内にお

いて自転車を放置してはならない。 

３ 区長は、必要と認めるときは、第１項の

規定による指定を変更し、又は解除するこ

とができる。 

４ 区長は、第１項又は前項の規定により放

置禁止区域を指定し、又は変更し、若しく

は解除したときは、墨田区規則（以下「規

則」という。）で定める事項を告示しなけ

ればならない。 

 （放置禁止区域内の放置自転車に対する措

置） 

第１１条 区長は、放置禁止区域内において

自転車が放置されているときは、当該自転

車を直ちに撤去することができる。 

 （放置禁止区域外の放置自転車に対する措

置） 

第１２条 区長は、放置禁止区域外において

自転車が放置され、交通の障害等となって

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第７条 自転車の小売を業とする者は、自転

車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に

努めるとともに、区の実施する施策に協力

しなければならない。 

 

 〔同左〕 

第８条 自転車の利用者は、公共の場所に自

転車を放置しないように努めなければなら

ない。 

２ 自転車の利用者又は所有者（以下「利用

者等」という。）は、自転車の見やすいと

ころに住所及び氏名を明記するとともに、

防犯登録をするように努めなければならな

い。 

 〔同左〕 

第１０条 〔略〕 

  〔新設〕 

 

２ 区長は、必要と認めるときは、前項の規

定による指定を変更し、又は解除すること

ができる。 

３ 区長は、前２項の規定により放置禁止区

域を指定し、又は変更し、若しくは解除し

たときは、墨田区規則（以下「規則」とい

う。）で定める事項を告示しなければなら

ない。 

 〔同左〕 

 

第１１条 区長は、放置禁止区域内に自転車

が放置されているときは、当該自転車を撤

去することができる。 

 〔同左〕 

 

第１２条 区長は、放置禁止区域外の公共の

場所に自転車が放置され、交通の障害等と



いると認めるときは、当該自転車の利用者

に対し相当の期間を指定して移動するよう

警告するものとする。 

２ 〔略〕 

 （撤去した自転車に対する措置） 

第１３条 〔略〕 

２ 区長は、前項の規定により自転車を保管

したときは、当該自転車の利用者等の確認

に努め、確認することができた自転車につ

いては、その利用者等に対し速やかに引き

取るよう通知するものとし、確認すること

ができない自転車については、規則で定め

る事項を告示しなければならない。 

３ 〔略〕 

４ 区長は、撤去した自転車が明らかに自転

車としての機能を喪失していると認めら

れ、かつ、利用者等を確認することができ

ないものであるときは、第１項の規定にか

かわらず、直ちに当該自転車を処分するこ

とができる。 

 （利用登録の取消し） 

第１６条 区長は、利用登録者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、その

利用の登録を取り消すことができる。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が特

に必要と認めるとき。 

 （第２種特定自転車駐車場の利用） 

第１６条の２ 第２種特定自転車駐車場の利

用方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 定期利用 １か月を単位とする利用 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、前項の利用の承認に際し、利用

しようとする者の自転車の利用の必要性等

を考慮して規則で定める事由に該当する者

の利用を優先的に承認し、又は他の者の利

用を制限することができる。 

４・５ 〔略〕 

６ 前条の規定は、第２項の規定による定期

利用の承認を受けた者について準用する。 

 （公共自転車駐車場の不適正利用自転車に

なっていると認めるときは、当該自転車の

利用者に対し相当の期間を指定して移動す

るよう警告するものとする。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１３条 〔略〕 

２ 区長は、前項の規定により自転車を保管

したときは、当該自転車の利用者等の確認

に努め、確認ができた自転車については、

その利用者等に対し速やかに引き取るよう

通知するものとし、確認ができない自転車

については、規則で定める事項を告示しな

ければならない。 

３ 〔略〕 

４ 区長は、撤去した自転車が明らかに自転

車としての機能を喪失していると認めら

れ、かつ、利用者等の確認ができないもの

であるときは、第１項の規定にかかわらず、

直ちに当該自転車を処分することができ

る。 

 〔同左〕 

第１６条 区長は、利用登録者が次の各号の

一に該当すると認めるときは、その利用の

登録を取り消すことができる。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 前２号に定めるもののほか、区長が特

に必要と認めるとき。 

 〔同左〕 

第１６条の２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 定期利用 １箇月を単位とする利用 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、前項の利用の承認に際し、利用

しようとする者の自転車の利用の必要性等

を考慮して規則で定める事由に該当する者

の利用を優先的に承認し、又は他の者の利

用の制限をすることができる。 

４・５ 〔略〕 

６ 前条の規定は、第２項の定期利用の承認

を受けた者について準用する。 

 （公共自転車駐車場の不適正使用自転車に



対する措置） 

第１７条 〔略〕 

２ 区長は、特定自転車駐車場（第２種特定

自転車駐車場のうち当日利用に係る部分を

除く。）内に次の各号のいずれかに該当す

る自転車があるときは、これを撤去するこ

とができる。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

３ 〔略〕 

 （区域の指定） 

第１８条 自転車の安全利用の促進及び自転

車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

（昭和５５年法律第８７号）第５条第４項

の規定により条例で定める区域（以下「指

定区域」という。）は、墨田区内の全域と

する。 

 （施設を新築する場合の自転車駐車場の設

置） 

第１９条 指定区域内において、次の表の左

欄に掲げる用途（以下「指定用途」という。）

に供する施設で同表の中欄に掲げる規模の

ものを新築しようとする者は、同表の右欄

により算定した規模（２以上の指定用途に

供する施設（以下「混合用途施設」という。）

の新築については、当該用途ごとに同表の

右欄により算定した規模の合計が１０台以

上である場合には、その合計した規模）の

自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地

内又は当該施設からおおむね５０メートル

以内で自転車の利用者が駐車しやすい場所

に設置しなければならない。 

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 

遊技場及びカ
ラオケボック
ス 

店舗面積が２０
０平方メートル
を超えるもの 

店舗面積に対して、
１０平方メートル
（店舗面積のうち
５，０００平方メー
トルを超える部分
の面積に対しては、
２０平方メートル）
ごとに１台 

 
 
百貨店、スー
パーマーケッ
トその他の小
売店舗及び飲
食店 

 
 
 
店舗面積が２０
０平方メートル
を超えるもの 

店舗面積に対して、
２０平方メートル
（店舗面積のうち
５，０００平方メー
トルを超える部分
の面積に対しては、

対する措置） 

第１７条 〔略〕 

２ 区長は、特定自転車駐車場（第２種特定

自転車駐車場のうち当日利用に係る部分を

除く。）内に次の各号の一に該当する自転

車があるときは、これを撤去することがで

きる。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１８条 自転車の安全利用の促進及び自転

車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

（昭和５５年法律第８７号）第５条第４項

の規定に基づき条例で定める区域（以下「指

定区域」という。）は、墨田区内の商業地

域及び近隣商業地域とする。 

 〔同左〕 

 

第１９条 指定区域内において、次の表の左

欄に掲げる用途（以下「指定用途」という。）

に供する施設で同表の中欄に掲げる規模の

ものを新築しようとする者は、同表の右欄

により算定した規模（２以上の指定用途に

供する施設（以下「混合用途施設」という。）

の新築については、当該用途ごとに同表の

右欄により算定した規模の合計が２０台以

上である場合に、その合計した規模）の自

転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内

又は当該施設からおおむね５０メートル以

内の場所に設置しなければならない。 

 

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 

遊技場 〔同左〕 

 
 
 
 
〔同左〕 
 
 
 
 

 
 
スーパーマー
ケットその他
の大規模小売
店舗 

 
 
 
店舗面積が４０
０平方メートル
を超えるもの 

 
 
 
 
〔同左〕 
 
 



４０平方メートル）
ごとに１台 

   

〔削除〕  

 
 
 
 
 
 
 
 

銀行等金融機
関 

店舗面積が４０
０平方メートル
を超えるもの 

店舗面積に対して、
２５平方メートル
（店舗面積のうち
５，０００平方メー
トルを超える部分
の面積に対しては、
５０平方メートル）
ごとに１台 

学習施設並び
に教育及び趣
味等の教授を
目的とする施
設 

教室面積が３０
０平方メートル
を超えるもの 

教室面積に対して、
１５平方メートル
（教室面積のうち
５，０００平方メー
トルを超える部分
の面積に対しては、
３０平方メートル）
ごとに１台 

スポーツ、体
育及び健康の
増進を目的と
する施設 

運動場面積が５
００平方メート
ルを超えるもの 

運動場面積に対し
て、２５平方メート
ル（運動場面積のう
ち５，０００平方メ
ートルを超える部
分の面積に対して
は、５０平方メート
ル）ごとに１台 

病院及び診療
所 

診療施設面積が
３００平方メー
トルを超えるも
の 

診療施設面積に対
して、１５平方メ 
ートル（診療施設 
面積のうち５，０ 
００平方メートル
を超える部分の面
積に対しては、３ 
０平方メートル） 
ごとに１台 

２ 混合用途施設で各用途の店舗面積、教室

面積、運動場面積又は診療施設面積（以下

「店舗等面積」という。）の合計が５，０

００平方メートルを超えるものについて、

前項の規定を適用する場合においては、同

項の表の右欄中「５，０００平方メートル」

とあるのは「当該店舗等面積に、５，００

０平方メートルが各用途の店舗等面積の合

計に占める割合を乗じて得た面積」と読み

替えるものとする。 

 
 

   

百貨店 

店舗面積が１，
２００平方メー
トルを超えるも
の 

店舗面積に対して、
６０平方メートル
（店舗面積のうち
５，０００平方メー
トルを超える部分
の面積に対しては、
１２０平方メート
ル）ごとに１台 

銀行等金融機
関 

店舗面積が５０
０平方メートル
を超えるもの 

 
 
 
 
〔同左〕 
 
 
 
 

〔新設〕 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔新設〕 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔新設〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計

が５，０００平方メートルを超えるものに

ついて、前項の規定を適用する場合におい

ては、同項の表の右欄中「５，０００平方

メートル」とあるのは「当該店舗面積に、

５，０００平方メートルが各用途の店舗面

積の合計に占める割合を乗じて得た面積」

と読み替えるものとする。 

 

 



３ 〔略〕 

４ 第１項の表における店舗等面積の算定方

法は、規則で定める。 

 （施設を増築する場合の自転車駐車場の設

置） 

第２０条 指定区域内において、次に掲げる

増築をしようとする者は、当該増築後の施

設（当該施設のうち当該施設の敷地が指定

区域となる前に建築された部分を除く。)

を全て新築したものとみなして前条の規定

により算定した自転車駐車場の規模から、

現にこの条例により設置されている自転車

駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車

場を設置しなければならない。 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 増築後の施設が混合用途施設となる増

築又は混合用途施設についての増築で、

当該増築後の施設を全て新築したものと

みなして用途ごとに前条第１項の表の右

欄により算定した自転車駐車場の規模の

合計が１０台以上である場合に係るもの 

 

 （自転車駐車場の構造等の基準） 

第２２条 第１９条又は第２０条の規定によ

り設置される自転車駐車場は、次に掲げる

基準に該当するものでなければならない。

ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場

で区長が適当と認めるものについては、第

１号の規定を適用しないことができる。 

 ⑴ 自転車１台当たりの駐車面積が１平方

メートル以上であること。 

 ⑵ 利用者の安全及び自転車の適正な駐車

が確保されるものであること。 

 （自転車駐車場の設置の届出） 

第２３条 第１９条又は第２０条の規定によ

り自転車駐車場を設置する者は、あらかじ

め規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を区長に届け出なければならない。届

け出た事項を変更する場合も、同様とする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 施設の用途及び店舗等面積 

３ 〔略〕 

４ 第１項の表における店舗面積の算定方法

は、規則で定める。 

 〔同左〕 

 

第２０条 指定区域内において、次の各号に

掲げる増築をしようとする者は、当該増築

後の施設（当該施設のうち当該施設の敷地

が指定区域となる前に建築された部分（第

２４条の規定に該当するものを含む。）を

除く。)をすべて新築したものとみなして前

条の規定により算定した自転車駐車場の規

模から、現にこの条例により設置されてい

る自転車駐車場の規模を控除した規模の自

転車駐車場を設置しなければならない。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 増築後の施設が混合用途施設となる増

築又は混合用途施設についての増築で、

当該増築後の施設をすべて新築したもの

とみなして用途ごとに前条第１項の表の

右欄により算定した自転車駐車場の規模

の合計が２０台以上である場合に係るも

の 

 〔同左〕 

第２２条 第１９条又は第２０条の規定によ

り設置される自転車駐車場は、次の各号に

掲げる基準に該当するものでなければなら

ない。ただし、特殊な装置を用いる自転車

駐車場で区長が適当と認めるものについて

は、第１号を適用しないことができる。 

 ⑴ 自転車駐車場の規模は、１台につき１

平方メートル以上であること。 

 ⑵ 利用者の安全が確保され、かつ、自転

車が有効に駐車できるものであること。 

 〔同左〕 

第２３条 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 施設の用途及び店舗面積 



 ⑶～⑸ 〔略〕 

２ 前項の規定による届出に際しては、自転

車駐車場の位置図その他規則で定める図書

を提出しなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 （付置義務の特例） 

第２４条 区が、次の各号のいずれにも該当

する場合において、第１９条又は第２０条

の規定により自転車駐車場を設置しなけれ

ばならないこととなる者（以下「付置義務

者」という。）に係るこれらの規定による

自転車駐車場（以下「付置義務自転車駐車

場」という。）の規模を含めて公共自転車

駐車場を設置したときは、付置義務者は、

付置義務自転車駐車場を設けたものとみな

す。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 一体として設置し、及び管理する自転

車駐車場が当該付置義務者に係る施設か

ら第１９条第１項に規定する距離の範囲

内にあるとき。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当する

施設については、規則で定めるところによ

り、付置義務自転車駐車場の設置を免除し、

又はその規模を変更することができる。 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１条に規定する学校、同法第１２４条

に規定する専修学校又は同法第１３４条

第１項に規定する各種学校であって、自

転車による通学が学則等で禁じられ、か

つ、自転車の放置を防止するための方策

が講じられているもの 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、自転車駐車

場を設置しないこと、又はその規模を変

更することに特別な理由があると区長が

認める施設 

 ⑶～⑸ 〔略〕 

２ 前項の届出に際しては、自転車駐車場の

位置図その他規則で定める図書を提出しな

ければならない。 

 （適用の除外） 

第２４条 この条例の施行後新たに指定区域

となった区域において、当該指定区域とな

った日から起算して６月以内に施設の新築

又は増築の工事に着手した者については、

第１９条又は第２０条の規定は適用しな

い。 

 〔同左〕 

第２４条の２ 区が、次の各号のいずれにも

該当する場合において、第１９条又は第２

０条の規定により自転車駐車場を設置しな

ければならないこととなる者（以下「付置

義務者」という。）に係るこれらの規定に

基づく自転車駐車場（以下「付置義務自転

車駐車場」という。）の規模を含めて公共

自転車駐車場を設置したときは、付置義務

者は、付置義務自転車駐車場を設けたもの

とみなす。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 一体として設置し、及び管理する自転

車駐車場が当該付置義務者に係る施設か

ら第１９条に規定する距離の範囲内にあ

るとき。 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （自転車駐車場の管理） 

第２５条 付置義務自転車駐車場の所有者又

は管理者は、当該付置義務自転車駐車場を

その目的に適合するように管理しなければ

ならない。 

 （立入検査等） 

第２６条 区長は、第１９条から前条までの

規定を施行するため必要な限度において、

施設又は自転車駐車場の所有者又は管理者

から報告若しくは資料の提出を求め、又は

その職員に、施設若しくは自転車駐車場に

立ち入り、検査をさせることができる。 

２ 〔略〕 

 （公表） 

第２８条 区長は、施設又は自転車駐車場の

所有者又は管理者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、その旨を公表することが

できる。 

 ⑴ 第２６条第１項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による立入検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避したとき。 

 ⑵ 前条第１項の規定による区長の命令に

従わないとき。 

 （罰則） 

第２９条 第２７条第１項の規定による区長

の命令に従わなかった者は、１０万円以下

の罰金に処する。 

２ 〔略〕 

 （両罰規定） 

第３０条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は財産に関し、前条の

違反行為をしたときは、その行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても前条の

罰金刑を科する。 

   第５章 雑則 

 （関係機関との協議） 

第３１条 区長は、この条例に規定する施策

を実施するために必要と認めるときは、警

察署長、道路管理者、鉄道事業者その他関

係機関と協議するとともに、その協力を要

 〔同左〕 

第２５条 第１９条又は第２０条の規定によ

り設置された自転車駐車場の所有者又は管

理者は、当該自転車駐車場をその目的に適

合するように管理しなければならない。 

 〔同左〕 

第２６条 区長は、第１９条から前条までの

規定を施行するため必要な限度において、

施設又は自転車駐車場の所有者又は管理者

から報告若しくは資料の提出を求め、又は

当該職員をして施設若しくは自転車駐車場

に立ち入り、検査をさせることができる。 

２ 〔略〕 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第２８条 前条第１項の規定による区長の命

令に従わなかった者は、１０万円以下の罰

金に処する。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２９条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

   第５章 雑則 

 〔同左〕 

第３０条 〔同左〕 

 

 

 



請することができる。 

 （委任） 

第３２条 この条例の施行について必要な事

項は、規則で定める。 
 

 

 〔同左〕 

第３１条 〔同左〕 

 
   

   付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１８条から第２０条まで及び第

２３条第１項第２号の改正規定、第２４条を削る改正規定並びに第２４条の２に１

項を加え、同条を第２４条とする改正規定並びに次項の規定は、平成２６年４月１

日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１８条から第２０条までの規定は、平成２６年４月１

日以後に施設の新築又は増築に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６

条第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確認の申請又は同法第１８条第２

項の規定による通知（以下「確認申請等」という。）をするものについて適用し、

同日前に施設の新築又は増築に係る確認申請等をするものについては、なお従前の

例による。 


